
 

 

公益財団法人東松山市農業公社農作業受託規程 

 

（目的） 

第１条 公益財団法人東松山市農業公社（以下「公社」という。）は、定款

第４条第１項第４号（農作業受託事業）の規定に基づき、公社が農業者

等から委託を受けて行う農作業等の実施に関し、必要な事項を定め、受

託作業の適正円滑な実施に資することを目的とする。 

 （用語の定義） 

第２条 この規程において、次の各号に定める用語の定義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

（１）農作業等 農用地を耕起及び砕土する等の農作業並びに農用地を保

全するための草刈り等の農地管理作業を行うこと。 

（２）受託作業 公社が農業者等から委託を受けて農作業等を行うこと。 

（委託者及び対象地） 

第３条 東松山市内で農業を営む者は、公社に対し次条に掲げる農作業等

を委託することができる。 

２ 受託作業は、東松山市内の農用地において行うものとする。 

３ 前項の農用地とは、現に耕作又は主として耕作者若しくは養畜の業務

のための採草又は家畜の放牧の用に供されている土地をいう。 

４ 休耕田であって荒廃により直ちに耕作の用に供することが困難である

土地又は耕作されていても家庭菜園等一時的な転用により、通常耕作の

目的とされていない土地は、第２項の農用地には該当しないものとす

る。 

５ 第２項の規定にかかわらず、公社理事長が農地としての活用状況を勘

案して、特に必要と認める場合は、受託作業を行うことができる。 

（受託作業の種類及び料金） 

第４条 受託作業の種類及び料金は、別表のとおりとする。 

２ 前条第５項により受託作業を行う場合の料金は、前項の規定にかかわ

らず、別途その都度、作業にかかる人件費、燃料費及びその他の経費に

基づき見積った料金とする。 

（委託の申込） 



 

 

第５条 公社に農作業等の委託をしようとする者（以下「委託者」とい

う。）は、受託作業実施予定日の 7 日前までに別紙様式 1 の農作業等委託

申込書（以下「申込書」という。）を公社に提出するものとする。 

（作業の受託） 

第６条 公社は前条の申込書を受理したときは、内容等を審査し、委託者

に対し受託作業の可否を通知するものとする。 

（受託の制限） 

第７条 公社は、次の各号に該当する場合は受託作業を行わないことがで

きる。 

（１）農用地の状態が農作業等に適さないと認められるとき。 

（２）適期内作業が困難であると認められるとき。  

（作業委託の変更等） 

第８条 委託者は、農作業等委託申込書の内容を変更若しくは取り止める

場合は、受託作業実施の２日前までにその旨を公社に連絡するものとす

る。 

２ 前項の規定に基づき、委託者から内容の変更の連絡があった場合は、

公社は委託者と再度調整を行うものとする。 

（作業報告並びに料金の請求及び徴収） 

第９条 公社は受託作業が終了したときは、速やかに別紙様式２の受託作

業報告書を作成し、第４条の規定により算出した料金を委託者に請求す

るものとする。 

２ 受託作業の料金は、委託者が指定する金融機関の口座から振替の方法

により徴収することを原則とするものとする。 

（作業の再委託） 

第１０条 公社は、受託作業の一部又は全部を他の農業者等に再委託する

ことができる。 

（収穫物の所有権） 

第１１条 受託作業により生ずる収穫物の所有権は、委託者に帰属する。 

（管理注意義務） 

第１２条 公社は、善良なる管理者の注意をもって、受託作業に当たるも

のとする。 

（損害賠償） 



 

 

第１３条 受託作業の実施に関し、故意又は重大な過失により委託者に対

し損害を与えた場合は、公社がその責を負うものとする。 

（連携・調整） 

第１４条 公社は、東松山市農作業受委託集団協議会、埼玉中央農業協同

組合、東松山市及び埼玉県東松山農林振興センター等と連絡調整し、受

託作業の適正円滑な実施を図るものとする。 

（委任） 

第１５条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定め

る。 

附 則 

この規程は、平成２６年１０月１日から施行する。 

   附  則 

この規程は、平成２９年１２月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。  

附 則 

この規程は、令和３年３月１日から施行する。  

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。  

 


